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【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 に 関 す る 遊 技 情 報 を 記 憶 す る 遊 技 情 報 記 憶 部 を 有 し 、 コ ン ピ ュ ー タ を 用 い て 構 成 さ
れ た 制 御 装 置 と 、
　 前 記 遊 技 情 報 記 憶 部 に 記 憶 さ れ た 遊 技 情 報 を 初 期 化 す る 初 期 化 手 段 と 、
　 初 期 化 報 知 部 を 有 し 、 該 初 期 化 報 知 部 を 作 動 さ せ る こ と で 前 記 遊 技 情 報 記 憶 部 に 記 憶 さ
れ た 遊 技 情 報 が 初 期 化 さ れ た こ と を 報 知 す る 初 期 化 報 知 手 段 と 、
　 解 除 操 作 部 を 有 し 、 該 解 除 操 作 部 が 操 作 さ れ る こ と で 前 記 初 期 化 報 知 手 段 に よ る 報 知 を
解 除 す る 報 知 解 除 手 段 と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】

【 請 求 項 ３ 】

　 請 求 項 １ の 遊 技 機 に お い て 、
　 遊 技 者 の 遊 技 に 基 づ い て 抽 選 を 行 う 抽 選 手 段 と 、
　 該 抽 選 手 段 の 抽 選 結 果 が 当 選 で あ る と 遊 技 者 に 有 利 な 特 別 遊 技 状 態 を 発 生 さ せ る 特 別 遊
技 状 態 発 生 手 段 と
を 備 え 、
　 前 記 制 御 装 置 は 、 前 記 抽 選 手 段 及 び 前 記 特 別 遊 技 状 態 発 生 手 段 を 、 前 記 遊 技 情 報 記 憶 手
段 に 記 憶 さ れ た 遊 技 情 報 に 基 づ い て 制 御 す る も の で あ る
こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

　 請 求 項 ２ の 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 抽 選 手 段 及 び 前 記 特 別 遊 技 状 態 発 生 手 段 を 制 御 す る 主 制 御 部 と 、
　 前 記 初 期 化 報 知 手 段 及 び 前 記 報 知 解 除 手 段 を 制 御 す る 初 期 化 報 知 制 御 部 と
を 備 え 、
　 前 記 主 制 御 部 及 び 前 記 初 期 化 報 知 制 御 部 は 、 遊 技 機 内 部 に て 集 約 し て 配 置 さ れ て い る
こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。



【 請 求 項 ４ 】

【 請 求 項 ５ 】

【 請 求 項 ６ 】

【 請 求 項 ７ 】

【 請 求 項 ８ 】
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　 請 求 項 ３ の 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 主 制 御 部 と 前 記 初 期 化 報 知 制 御 部 と は 、 夫 々 、 個 別 の 基 板 に 実 装 さ れ た 電 子 部 品 に
よ り 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

　 請 求 項 ３ ま た は 請 求 項 ４ の 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 主 制 御 部 と 前 記 初 期 化 報 知 制 御 部 と は 、 前 記 解 除 操 作 部 を 露 呈 さ せ る ケ ー ス に よ り
封 止 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ５ ま で の 何 れ か 一 つ の 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 初 期 化 報 知 手 段 は 、 前 記 遊 技 情 報 記 憶 部 に 記 憶 さ れ た 遊 技 情 報 が 初 期 化 さ れ た こ と
を 報 知 す る と 共 に 、 前 記 遊 技 情 報 記 憶 部 の 初 期 化 に 関 す る 初 期 化 情 報 を 出 力 す る も の で あ
る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ６ ま で の 何 れ か の 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 報 知 解 除 手 段 は 、 前 記 解 除 操 作 部 の 特 定 の 解 除 操 作 に よ り 前 記 初 期 化 報 知 手 段 に よ
る 報 知 を 解 除 す る も の で あ り 、
　 前 記 初 期 化 報 知 手 段 は 、 前 記 遊 技 情 報 記 憶 部 に 記 憶 さ れ た 遊 技 情 報 が 初 期 化 さ れ た こ と
を 報 知 す る と 共 に 、 前 記 特 定 の 解 除 操 作 の 内 容 を 知 ら せ る 解 除 操 作 情 報 を 出 力 す る も の で
あ る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

　 請 求 項 ７ の 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 初 期 化 報 知 手 段 は 、 発 光 ダ イ オ ー ド を 用 い て 構 成 さ れ 、 該 発 光 ダ イ オ ー ド の 点 滅 に
よ っ て 、 前 記 遊 技 情 報 記 憶 部 に 記 憶 さ れ た 遊 技 情 報 が 初 期 化 さ れ た こ と を 報 知 す る と 共 に
、 前 記 解 除 操 作 情 報 を 出 力 す る も の で あ る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
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